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１．計画の概要 

１－１　計画策定の背景と目的　 

平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)では、6,434名の尊い命が奪われました。

このうち地震による直接的な死者数は5,502人で、その約9割が住宅・建築物の倒壊等によるものでした。

「平成7年阪神・淡路大震災建築震災調査委員会最終報告書」によると、同地震による建築物の被害状

況は、昭和56年5月31日以前に着工された「新耐震基準に適合していない建築物」の被害が甚大である

ことが明らかとなっています。この教訓を踏まえ、耐震診断・耐震改修を促進することを目的として、

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。）が施

行されました。 

しかし近年、平成16年10月の新潟県中越地震、平成17年3月の福島県西方沖地震、平成20年6月の岩手・

宮城内陸地震など大地震が頻発しており、平成23年3月に発生した東日本大震災での地震・津波により、

戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらしました。また、東日本大震災においては、津波

による沿岸部の建築物の被害が圧倒的でしたが、内陸市町村においても建築物に大きな被害が発生しま

した。 

さらに、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び首都直下地震については、発生の

切迫性が指摘され、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定されており、南海トラフ巨大地

震では、東日本大震災を上回る被害が想定されています。 

これらの状況を踏まえ、国は平成25年11月に「耐震改修促進法」を改正し、あわせて「建築物の耐震

診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」を改正しました。またその後の中央防災会議等に

おいて、死者数及び建築物を被害想定から減少させるという目標が定められ、平成28年3月には「建築

物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」の一部が改正しました。 

県では令和4年3月に「青森県耐震改修促進計画」を改定し、住宅及び特定建築物の耐震化率をおおむ

ね解消とすることを目標としています。 

こうした背景から本市においても、住宅および特定建築物の耐震化向上を図るために所要の見直しを

行い、「五所川原市耐震改修促進計画」（以下「本計画」という。）を改訂します。 
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１－２　計画の位置づけ　 

本計画は、法第 6条第 1項の規定に基づき策定するものです。 

また、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（以下「国の基本方針」と

いう。）」、「青森県耐震改修促進計画」を踏まえるとともに、「五所川原市総合計画」、「五所川原市地域

防災計画」との整合を図りつつ定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置づけ 

 

１－３　計画の期間　 

本計画の計画期間は、「国の基本方針」や「青森県耐震改修促進計画」、各関連計画等との整合を図り、

令和 12 年度までの計画とします。 

なお、計画策定後は、各種施策による住宅及び建築物の耐震化を進めるとともに、必要に応じて計画

内容や施策の見直しを検討していきます。 

 

【国】 
建築物の耐震改修の促進に関する法律

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を

図るための基本的な方針

 

災害対策基本法

【県】 

青森県地域防災計画 青森県耐震改修促進計画

【五所川原市】 

五所川原市地域防災計画 五所川原市耐震改修促進計画

五所川原市総合計画
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１－４　対象区域及び対象建築物　 

本計画の対象区域は、五所川原市全域とします。 

対象とする建築物は、原則として建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）における新耐震基準（昭和

56 年 6 月 1 日施行）導入以前に建築された建築物のうち、次に示すものとします。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 種類 内容

 住　　　宅 戸建て住宅、共同住宅

 特定建築物 法第 14 条に定める特定建築物

 公共建築物 市有建築物

 
【　解　説　】 

○特定建築物 

・1号特定建築物（多数の者が利用する建築物） 

法第 14 条第 1号では、庁舎、学校、病院、老人ホーム、集会場、ホテル、百貨店など多数の者

が利用する建築物で一定規模以上のものとしています。 

 

・2 号特定建築物（危険物を取り扱う建築物） 

法第 14 条第 2号では、一定数量以上の石油類、火薬類など危険物の貯蔵場又は処理場として使

われている建築物としています。 

 

・3 号特定建築物（地震によって倒壊した場合に道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難と

する建築物） 

法第 14 条第 3号では、緊急輸送道路沿いの建築物で、倒壊により道路を閉塞させるおそれのあ

る建築物（通行障害建築物）としています。 

 
【　解　説　】 

○耐震基準 

昭和 53年に発生した宮城県沖地震を教訓に、昭和 56年 6月 1日に建築基準法が改正されました。

この法改正で、耐震基準が抜本的に見直され、新耐震基準が導入されました。 

⇒新耐震基準：昭和 56 年 6 月 1 日以降の建築設計基準 

　旧耐震基準：昭和 56 年 5 月 31 日以前の建築設計基準
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特定建築物一覧 

 
法

政　令 
第 6 条 
第 2 項

用  途

法第 14 条の所有者の努力義務 
及び法第 15 条第 1 項の 
指導・助言対象建築物

法第 15 条第 2 項の 
指示対象建築物

 

法
第

条
第
１
号

14

第 1 号 幼稚園，保育所 階数 2 以上かつ 500 ㎡以上 階数 2 以上かつ 750 ㎡以上

 

第 2 号

小
学
校

等

小学校，中学校，中等教育学校の

前期課程，盲学校，聾学校若しくは

養護学校

階数 2 以上かつ 1,000 ㎡以上 
（屋内運動場の面積を含む）

階数 2 以上かつ 1,500 ㎡以

上 
（屋内運動場の面積を含む）

 老人ホーム，老人短期入所施設，身体障害者

福祉ホームその他これらに類するもの

階数 2 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 2 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 老人福祉センター，児童厚生施設，身体障害

者福祉センター，その他これらに類するもの

階数 2 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 2 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 

第 3 号

第 2 号以外の学校 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上

 ボーリング場，スケート場，水泳場その他これ

らに類する運動施設

階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 病院，診療所 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 劇場，観覧場，映画館，演芸場 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 集会場，公会堂 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 展示場 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 卸売市場 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上

 百貨店，マーケットその他の物品販売業を営

む店舗

階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 ホテル，旅館 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 賃貸住宅(共同住宅に限る)，寄宿舎，下宿 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上

 事務所 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上

 博物館，美術館，図書館 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 遊技場 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 公衆浴場 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 飲食店，キャバレー，料理店，ナイトクラブ，ダ

ンスホールその他これらに類するもの

階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 理髪店，質屋，貸衣裳屋，銀行その他これら

に類するサービス業を営む店舗

階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に

供する建築物を除く。）

階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上

 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発

着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待

合の用に供するもの

階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停

留又は駐車のための施設

階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 郵便局，保健所，税務署その他これらに類す

る公益上必要な建築物

階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 
第 4 号

体育館（一般公共の用に供されるもの） 階数 1 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 1 以上かつ 2,000 ㎡以

上

 法第 14 条 
第 2 号

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する

建築物

政令で定める数量以上の危険物を貯

蔵，処理する建築物

500 ㎡以上

 

法第 14 条 
第 3 号

地震によって倒壊した場合においてその敷

地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の

円滑な避難を困難とするおそれがあり、その

敷地が本計画に記載された道路に接する建

築物

政令で定める高さを超える建築物
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２．建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

２－１　想定される地震の規模・被害の状況　 

2-1-1　想定される地震の規模 

「平成 24・25 年度青森県地震・津波被害想定調査」（平成 26 年 3 月・青森県危機管理局）によると、

青森県に大きな被害を及ぼす地震として「太平洋側海溝型地震」、「日本海側海溝型地震」及び「内陸直

下型地震」の 3つが想定されています。 

また、「平成 27 年度青森県地震・津波被害想定調査」（平成 28 年 3 月・青森県危機管理局）によると、

「日本海における大規模地震に関する調査検討会」（平成 26 年 9 月国土交通省）で新たに設定された日

本海側における最大クラスの津波断層モデルを用いて、「日本海側海溝型地震」の被害想定が見直しさ

れています。本市は一部が日本海側に位置し、見直しされた「日本海側海溝型地震」が発生した際には、

最大震度 6強の揺れが予測され被害規模が最も大きいことから、本計画では見直しされた「日本海側海

溝型地震」を想定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「平成 27 年度青森県地震・津波被害想定調査」 

「日本海側海溝型地震」による震度分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「平成24・25年度青森県地震・津波被害想定調査」　　③「平成24・25年度青森県地震・津波被害想定調査」 

「太平洋側海溝型地震」による震度分布　　　　　　　　「内陸直下型地震」による震度分布 

 

青森市 

平内町 

七戸町 

十和田市 

三沢市 

大間町 
風間浦村 

佐井村 

東通村 

横浜町 

六ヶ所村 

階上町 

田子町 

東北町 

新郷村 

三戸町 

南部町 

六戸町 

おいらせ町 

平川市 
大鰐町 

外ヶ浜町 

板柳町 

藤崎町 

西目屋村 

深浦町 

鯵ヶ沢町 

つがる市 
五所川原市 

中泊町 

中泊町 

外ヶ浜町 

五戸町 

むつ市 

蓬田村 

野辺地町 

田舎館村 
弘前市 黒石市 

五所川原市 

八戸市 

今別町 

鶴田町 
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2-1-2　想定される被害の状況 

「平成 27 年度青森県地震・津波被害想定調査」による本市の被害予測は、死傷者数 680 人、建物全

半壊 5,880 棟、上下水道被害のべ 25,100 人、停電件数 35,000 件、地震直後の避難者数 2,600 人となっ

ています。予測は被害が最大となる「冬深夜」を想定した結果となっています。 

 
 

本市における被害予測結果 

出典：①平成 27 年度青森県地震・津波被害想定調査　　　　 

　　　　 ②③平成 24・25 年度青森県地震・津波被害想定調査   

※「*」は 5未満。 

 

 人的被害 建物被害 ライフライン被害 避難者数 
（直後） 
（人）

 死者 
（人）

負傷者 
（人）

全壊 
（棟）

半壊 
（棟）

上水道 
断水人口 
（人）

下水道機能 
支障人口 
（人）

電力停電 
（件）

 ①日本海側 
海溝型地震

100 580 880 5,000 24,000 1,100 35,000 2,600

 ②太平洋側 
海溝型地震

10 340 370 3,100 22,000 1,100 29,000 1,100

 ③内陸直下型 
地震

* 40 * 230 1,400 270 1,300 40
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【　解　説　】 

○想定地震 

（１）日本海側海溝型地震（想定 Mw7.9） 

　　平成 26 年 9 月国土交通省の「日本海における大規模地震に関する調査検討会」において、日本

海側における最大クラスの津波断層モデルを新たに設定。この設定を踏まえた「平成 26 年度青森

県津波浸水想定調査」で採用された津波断層モデル（F17、F18、F20、F24）を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年度青森県地震・津波被害想定調査 

 

（２）太平洋側海溝型地震（想定 Mw9.0）及び内陸直下型地震（想定 Mw6.7） 

昭和 43年十勝沖地震(M7.9)及び平成 23年東北地方太平洋沖地震(M9.0)の震源域を考慮し、青森

県に最も大きな地震・津波の被害をもたらす震源モデルを設定した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 24・25 年度青森県地震・津波被害想定調査 

 

※Mw(モーメントマグニチュード)：地震による岩盤のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量）を

もとにして計算される。 

※M(気象庁マグニチュード)：地震計で観測される地震波の振幅から計算される。 
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２－２　耐震化の現状　 

2-2-1　住宅の耐震化率の現状 

令和 5年住宅・土地統計調査から推計した令和 7年度の本市の住宅の耐震化の状況は下表のとおりと

なっており、住宅 19,993 戸のうち、耐震性のある住宅は 16,125 戸と推計され、耐震化率は 80.7％とな

っています。 

 

　　　（単位：戸） 

資料：令和 5年住宅・土地統計調査を基に、国の耐震化率の算定方法に準じて推計 

 

 

住宅総数
昭和 56年 
5 月以前の 
住宅数

昭和 56 年
6月以降の
住宅数

耐震改
修工事
済住宅
数

耐震性 
を満たす 

住宅数

耐震化率 
（％）

 うち 
耐震性 
有り

 
① ② ③ ④ ⑤

⑥=③+④

+⑤
⑥/①

 

戸数 19,993 5,995 2,111 13,998 16 16,125 80.7％
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2-2-2　特定建築物（法第 14 条第 1号）の耐震化率の現状 

（１）民間 1号特定建築物（法第 14 条第 1号） 

本市の民間の法第 14 条第 1号に規定する多数の者が利用する特定建築物の耐震化率は 81.6％となっ

ています。そのうち、社会福祉施設、共同住宅・寄宿舎の耐震化率は 100％、不特定多数の者が利用す

る建築物のうち病院・診療所の耐震化率は 77.8％、ホテルの耐震化率は 66.7％、店舗・銀行・遊技場

の耐震化率は 88.9％、学校・体育館・幼稚園は、40.0%となっています。工場・事務所・倉庫等の特定

多数の者が利用する建築物の耐震化率は 87.5％ となっています。 

 

民間 1号特定建築物の耐震化率 

(単位：棟)　　 

市建築住宅課調査（令和 7年 12月末現在） 

 

 

建築物用途

総数
旧耐震基準 

建築物

新耐震 

基準 

建築物

耐震性を 

満たす 

建築物

耐震化率  

 a=b+d b c d e=c+d f=e／a

 

　 　

うち 

耐震性あ

り

　 　

 
学校・体育館・幼稚園 5 4 1 1 2 40.0 ％

 
病院・診療所 9 4 2 5 7 77.8 ％

 
社会福祉施設 3 0 0 3 3 100.0 ％

 
ホテル 3 1 0 2 2 66.7 ％

 
店舗・銀行・遊技場 9 2 1 7 8 88.9 ％

 
共同住宅・寄宿舎 4 1 1 3 4 100.0 ％

 
工場・事務所・倉庫等 16 4 2 12 14 87.5 ％

 
計 49 16 7 33 40 81.6 ％
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（２）市有 1号特定建築物（法第 14 条第 1号） 

1 号特定建築物のうち、市有建築物の耐震化率は 98.6％となっています。そのうち、災害時の拠点・

避難施設となる建築物の耐震化率は 100.0％、不特定多数の者が利用する建築物は 100％、特定多数の

者が利用する建築物の耐震化率は 96.9％となっています。 

 

市有 1号特定建築物の耐震化率 

（単位：棟） 

市建築住宅課調査（令和 7年 12月末現在） 

  

 

区分 建築物用途

総数
旧耐震基準 

建築物

新耐震 

基準 

建築物

耐震性を 

満たす 

建築物

耐震化率  

 a=b+d b c d e=c+d f=e／a

 
　 　

うち 

耐震性あり
　 　

 

災 害 時 の 拠

点・避難施設

となる建築物

庁舎、集会所、 

小・中学校、体育館、

保健センター、 

老人福祉センター

39 7 7 32 39 100.0%

 

 

不特定多数の

者が利用する

建築物

展示場、劇場 2 0 0 2 2 100.0%

 

 

特定多数の者

が利用する建

築物

市営住宅、保育所、 

処理施設
32 4 3 28 31 96.9%

 

 

計 73 11 10 62 72 98.6%  
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2-2-3　市有建築物の耐震化率の現状 

市有建築物は、災害時に学校は避難場所等として、診療所は災害による負傷者の治療する場所として、

庁舎では被害情報収集や災害対策等が行われるなど、多くの市有建築物が応急活動の拠点として活用さ

れます。このため、平常時の利用者の安全確保だけでなく、災害時の拠点施設としての機能確保の観点

からも、市有建築物の耐震化を速やかに進める必要があります。 

また、令和 7年度の市有建築物（延べ床面積 200 ㎡以上）の耐震診断の実施状況を考慮した耐震化率

は、下表のとおりであり、耐震性能を有する棟数の占める割合は 88.0％となっています。 

 

市有建築物の耐震化率 
（単位：棟） 

市建築住宅課調査（令和 7年 12月末現在） 
 

 

 

建築物用途
総数

新耐震 

基準 

建築物

旧耐震 

基準 

建築物

耐震性

を有す

る建築

物

耐震化

率

 耐震診

断済　

診 断 の

結果、耐

震性有

耐震改

修実施

済

 a=b+c b c d e f g=b+e+f　 h=g/a

 学校、体育館 43 35 8 8 2 6 43 100.0%

 消防署 1 1 0 0 0 0 1 100.0%

 庁舎 6 5 1 0 0 0 5 83.3%

 市営住宅 120 88 32 15 15 0 103 85.8%

 公民館、集会場、

コミュニティセン

ター

56 46 10 3 1 2 49 87.5%

 倉庫、展示場、資

料館、福祉施設、

農業施設等

83 69 14 3 1 1 71 85.5%

 計 309 244 65 29 19 9 272 88.0%



14 

２－３　耐震化の目標　 

2-3-1　住宅の耐震化率の目標 

令和 7年の住宅数は 19,993 戸、耐震性を満たす住宅は 16,125 戸、耐震化率は 80.7％と予測されます。 

本市の住宅の耐震化の現状、青森県耐震改修促進計画、国の基本方針を踏まえ、市民の生命と財産を

守るために、住宅の耐震化率を令和 12 年までにおおむね解消することを目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-2 特定建築物（法第 14 条第 1号）の耐震化率の目標  

（１）民間 1号特定建築物（法第 14 条第 1号） 

多数の者が利用する建築物は、本市の建築物の耐震化の現状、青森県耐震改修促進計画、国の基本方

針を踏まえ、市民の生命と財産を守るために、耐震化率は令和 12 年までにおおむね解消することを目

標とします。 

 

 

 

 

 

 

【住宅の耐震化率の目標】 

実績（令和 7 年）：　80.7％ 

 

目標（令和 12 年）：　おおむね解消

【民間 1 号特定建築物の耐震化率の目標】 

実績（令和 7年）：　81.6％ 

 

目標（令和 12 年）：　おおむね解消
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（２）市有 1号特定建築物（法第 14 条第 1号） 

市有建築物は、多数の市民が利用することや、災害時の活動や様々な情報収集の拠点、避難施設等に

なることから、優先的に耐震化を推進していく必要があります。 

本市の市有建築物の耐震化の現状を踏まえ、市有建築物のうち、特定建築物の耐震化を計画的に進め、

令和 12 年までに耐震化率を 100％にすることを目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）2号特定建築物（法第 14 条第 2号） 

　令和 7 年現在、法第 14 条第 2 号に規定する危険物を取り扱う特定建築物に該当する建築物はありま

せん。 

【市有 1 号特定建築物の耐震化率の目標】 

実績（令和 7年）：　98.6％ 

 

目標（令和 12 年）：　100.0％


